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警 察 署 協 議 会 会 議 録 

若松警察署協議会 
 
  

開催年月日時  令和８年２月２５日 午後４時００分 から 
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警察署協議会 

 
 
会長以下１０名  

 

警 察 署 

 
署長、副署長、総務課長、地域課長、地域主幹、

生活安全課長、刑事課長、警備課長、会計課長 
 交通課交通指導係長 
 

議 事 概 要 

 

 

（Ａ４） 

【会長挨拶】 

 只今から、令和７年度第四回若松警察署協議会を始めさせていただく。 

委員のみなさまには、公私とも御多忙中のところご出席を頂き、御礼申し上げる。

本日は、まず中島署長より、令和７年中の管内情勢説明と、令和８年の福岡県警察

運営指針と活動重点について説明させていただいた後に、私が出席した、警察署協議

会会長連絡会議の結果を伝達させていただく。 

その後、昨年若松警察署と若松消防署が合同で実施した進行型殺傷事案対処訓練に

ついての動画を視聴し、地域課長からその解説をいただく。 

【署長挨拶】 

 本日は、天候が悪く、また御多忙中のところ第四回警察署協議会に出席していただ

き御礼を申し上げる。 

警察署協議会は年度で実施しており、第四回警察署協議会は本年度最後の協議会に

なるため、令和７年中の管内情勢として説明をさせていただく。 

【情勢説明及び治安概況について】 

 署長説明 

 〇 治安情勢説明 

・  刑法犯認知件数について 

・  交通事故発生状況について 
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・  県内の特殊詐欺等の発生状況について 

・  管内の特殊詐欺等の発生状況について 

〇 令和８年福岡県警察運営指針・活動重点説明 

【警察署協議会会長連絡会議結果伝達】 

 会長説明 

 〇 早良警察署の警察署協議会事例紹介 

   警察官のメンタルヘルスとストレス対策の講話を協議会で実施している。 

メンタルヘルスやストレス対策の講話を受ける機会というのは、我々市民も 

そうであるが、警察官も少ないのではないかと思い効果的と感じた。 

 〇 春日警察署の警察署協議会事例紹介 

   協議会委員にベトナム国籍の女性がおり、ベトナムを含む外国籍の方への理解

を深めるため、同委員がベトナムの紹介を実施している。 

   企業が雇用する外国人の中でもベトナム国籍の方は少なくないと感じるため、

地域住民と共存していく上で有意であると感じた。 

 〇 飯塚警察署の警察署協議会事例紹介 

巡回連絡を議題とした想定実演を中堅警察官と若年警察官が協議会で実施し、

委員に講評をいただいている。 

   警察の業務は、一般的に目にしない業務も多くあるため、実演していただくこ

とで、我々委員が理解を深め、それを地域住民に発信していくことで、より多く

の方に理解をいただけるのではと感じた。 

【進行型殺傷事案対処訓練】 

 〇 警察官の現場臨場、負傷者の救護 

 〇 犯人の捜索、制圧逮捕 

【質疑応答】 

 〇 委員から、「警察官はどの程度の救命救急措置が可能なのか。」旨の質疑があ 

 り、署長から、「全ての警察官は、県警察学校で止血法、人工呼吸、ＡＥＤの使

用方法等の基礎的な応急救護方法を習得しており、救急隊が到着するまでに必要

な措置ができる。」旨の回答があった。 

〇 委員から、「管内情勢説明の窃盗罪の内訳について、今後は市民の生活により

身近な、空き巣、車両ねらいなどの発生件数を教えてほしい。」旨の質疑があり、

署長から、「次年度の協議会に意見を反映させられるよう検討する。」旨の回答が

あった。 
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 〇 委員から、「自転車の交通違反は、市民に浸透していないと感じるため、警察

署協議会等の機会を通じて教えてほしい。」旨の要望があり、署長から、「本年

４月から交通反則制度が適用されるが、当分の間は、一部の危険性の高い違反

を除いて、指導、警告を行う。今後も各種機会を通じた広報を行う。」旨の回答

があった。 

〇 委員から、「ＳＮＳ等では、外国人による犯罪が多いため日本の治安が悪化し

ているという風潮があるが、若松区の実情を教えてほしい。」旨の質疑があり、

署長から、「若松区で発生した犯罪における外国人被疑者の具体的な割合はお

答えできないが、極めて少ない。」旨の回答があった。 

○ 委員から、「住民の外国人に対する漠然とした不安を払拭するために、警察は

何かしているのか。」旨の質疑があり、署長から、「交通法規等身近なルールを

教え、外国籍の方がこれを遵守する事で印象も向上すると考えているため、若

松区役所と協力して外国人に対す交通教室を計画している。」旨の回答があっ

た。 

〇 委員から、「交差点の信号サイクルの変更等についての要望は、どこに相談を

したら良いか教えてほしい。」旨の質疑があり、署長から、「警察に対する意見

要望等は、警察署への電話、来訪の他に、県警察本部に対するメール相談もあ

るため遠慮なく申し出てほしい。」旨の回答があった。 

〇 委員から、「管内の大規模交差点で、歩行者と左折車との交通事故が複数発生

していたが、安全に横断できるよう対策をしていただきたい。」旨の質疑があり、

署長から、「お話いただいた交差点での事故の一因として、通勤時間帯の激しい

交通渋滞がある、まずは渋滞を緩和させるため対策を講じている。」旨の回答が

あった。 

 〇 委員から、「高須地区の犯罪発生件数が増加している一因として人口増加が

挙げられると思うが、今後犯罪抑止のための対策があれば、教えてほしい。」旨

の質疑があり、署長から、「当署では、高須交番に女性警察官１名を追加配置す

る等、地域の実態に応じた警察官配置の適正化を要望しているところである。」

旨の回答があった。 

【閉会】 

 以上で、第四回若松警察署協議会を閉会する。 

 

 



様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その２） 
 

 議 事 概 要   

 

 

 

  

 


